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河川事業  
平成２３年度平成２３年度   再評価再評価

事業名(箇所名) 小貝川直轄河川改修事業
担当課

水管理・国土保全局治

水課
事業

主体
関東地方整備局

担当課長名 森北　佳昭

実施箇所
栃木県真岡市、益子町、茨城県取手市、守谷市、つくばみらい市、牛久市、つくば市、下妻市、筑西市、龍ヶ崎市、利

根町、常総市

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

事業諸元 築堤、樋管の改修、河道掘削等

事業期間 平成24年度〜平成53年度
総事業費(億円) 約267 残事業費(億円) 約267  

目的・必要性

＜解決すべき課題・背景＞

・小貝川流域は栃木県と茨城県を流れ、近年は工業団地を造成するなど製造業や鉱工業が増加し、交通はＪＲ常

磐線、ＪＲ水戸線、つくばエクスプレス、常磐自動車道等が交差し、下流部ではベットタウンとして人口が増加している。

洪水実績：

昭和61年8月洪水（浸水面積4,300ha、浸水家屋4,500戸）

＜達成すべき目標＞

・人口、資産が集中している小貝川下流部を先行し、堤防の高さや幅が不足する箇所や構造物周辺の断面不足箇所

等を実施すると共に上流部においても堤防の高さや幅が不足する箇所の築堤、流下能力が不足する区間の掘削を実施

する。このことにより、概ね1/30規模相当の洪水に対する安全を確保する。

＜政策体系上の位置付け＞

・政策目標：水害等災害による被害の軽減

・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主な根拠
年平均浸水軽減戸数：1,418戸
年平均浸水軽減面積：1,062ha

事業全体の

投資効率性

基準年度 平成２３年度  
B:総便益
(億円) 6,985 C:総費用(億円) 162 B/C 43.2 B-C 6,823 EIRR

(%) 303

残事業の投資効率性
B:総便益
(億円) 6,985 C:総費用(億円) 162 B/C 43.2  

感度分析 備考

　　　　　　　　　　　　　残事業（B/C）　　　　全体事業（B/C）
残事業費（+10％〜-10％）　39.3　〜　48.0　　　39.3　〜　48.0
残工期（-10％〜+10％）　　42.4　〜　43.9　　　42.4　〜　43.9
資産（-10％〜+10％）　　　38.9　〜　47.5　　　38.9　〜　47.5

当面の段階的な整備（H24〜H30）：B/C＝63.8

事業の効果等

・本川下流では20〜30年間の整備により浸水被害が軽減される。

社会経済情勢等

の変化

・小貝川流域は栃木県と茨城県を流れ、近年は工業団地を造成するなど製造業や鉱工業が増加し、交通はＪＲ常

磐線、ＪＲ水戸線、つくばエクスプレス、常磐自動車道等が交差し、下流部ではベットタウンとして人口が増加している。

・流域は人口・資産が下流部に集積しているため、引き続き小貝川直轄河川改修事業を推進し、災害の発生の防止又

は軽減を図る。

事業の進捗状況 ・人口、資産が集中している下流部において、概ね1/30規模相当の洪水を安全に流下させる。

事業の進捗の見込み

・事業実施にあたっては、流域の豊かな自然環境にも十分配慮し、河道や背後地の状況等を踏まえ、計画的に治水安

全度を向上させる。

・今後も事業実施にあたっては、社会情勢等の変化に留意しつつ、地元関係者との調整を十分に行い、実施する。

コスト縮減や代替案立案

等の可能性

・河道掘削に伴う発生土を築堤等へ活用する。

・技術開発の進展に伴う新工法の採用等の可能性を探るなど、一層のコスト縮減に努める。

対応方針 継続

対応方針理由

・当該事業は、現段階においても、その事業の必要性は変わっておらず、引き続き事業を継続することが妥当と考える。

・人口、資産が集中する小貝川下流部の治水安全度の確保を先行し、その後上流部へと事業を展開します。小貝川直

轄河川改修事業により早期に整備を実施し、災害の発生の防止又は軽減を図ることが重要と考える。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞

特に意見なし。

＜茨城県の意見・反映内容＞

小貝川は、鬼怒川とともに本県の南西部を流れる河川であり、ひとたび洪水が発生すれば甚大な被害をもたらすことが予

想される。ついては、沿川の安全・安心を確保する河川整備のさらなる促進を図るため、本事業の継続を要望する更なる
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コスト縮減を図るとともに地元の意見に配慮しながら事業を進めていただきたい。

＜栃木県の意見・反映内容＞

本県南東部を流れる小貝川は、昭和61年8月の大洪水等、甚大な被害に見舞われたことが記憶に新しいところであり、
過去の災害を繰り返さないためにもさらなる河川整備の促進を図る必要があることから、本事業の継続を要望する。
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